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令和７年度公共事業再評価調書 担当課名　

3

- 工事着手年度 4

(1)事業目的

(2)事業内容

(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

(2)事業の投資効果
　○費用便益分析結果 （令和 7 年度時点）

・総便益（B） - 億円

・総費用（C） - 億円

　○見込まれる効果（定性的な効果）

(3)事業の進捗状況 （令和 7 年度見込み）
進捗率

62.2% （ 4,971 百万円 ／ 7,994 百万円 ）

61.4% （ 270 戸 ／ 440 戸 ）

46.4% （ 260 戸 ／ 560 戸 ）

0.0% （ 0 ％ ／ 100 ％ ）

#VALUE! （ - ㎡ ／ - ㎡ ）

評価

評価

(1)対応方針（案）
本事業を 【 】 する。

(2)理由

・令和７年11月には第２工区が完成するなど、事業は予定どおりに進捗しており、再評価時点においても事業採択時に想定してい
た効果が認められることから、事業を継続する。

事業概要

事業の
必要性

・公営住宅法第１条は、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮
する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目
的とする。」と定めている。
・住宅困窮世帯の状況は、事業採択時から大きな変化はなく【住宅困窮世帯割合：約20.3％→約20.8％】、引続き公営住宅を適切
に供給してく必要がある。
・一方、単身高齢世帯の状況は、事業採択時から増加傾向にあり【単身高齢世帯割合：約10.5％→約12.5％】、住宅セーフティ
ネットの確保の必要性等の観点から公営住宅の重要性は益々高まっている。
・また、当県が管理している県営住宅は、昭和40年～50年代にかけて整備されたものが大多数であり、老朽化が進んでいるほか、
入居スタイルの変化やユニバーサルデザインへの対応が急務であり、計画的に建替等の再生整備を進めていく必要がある。

継続が妥当

【視点３】

継続

番号 1

全体事業費
投資状況
（百万円）

・老朽化した県営住宅の建替えを行い、安全で良質な住宅ストックを形成する。

①建替整備業務：既存住棟12棟560戸を解体し、５棟440戸を建設する。
②入居者移転支援業務：入居者説明会の開催や移転先の調整等を実施する。
③余剰地活用業務：余剰地の測量や分筆登記等を行い、提案内容に基づく民間施設を建設する。

　・安全で良質な住宅ストックの形成（安全確保、ユニバーサルデザイン化、入居需要の多様化への対応等）
　・スケールメリットによるコスト削減及び工期短縮
　・民間の企画力及び技術力を活用（可変性確保、環境負荷低減、地産地消の推進、入居者負担軽減等）

事業量

・令和５年度に第１工区が完成し、施工中の第２工区も予定どおりに事業が進捗している。
・今後実施予定の工区についても計画期間内に完成見込。
・第２工区は令和７年度、第３工区は令和９年度、余剰地整備は令和11年度に完成見込。

今後の
事業の進捗
の見込み

・ＰＦＩ手法により複数住棟の設計施工を一括発注することにより、事業採択時点で約7.9％（約712百万円）、当初契約時点で約
10.8％（約971百万円）のコスト縮減を実現している。
・昨今の急激な物価上昇については、インフレスライドの適用等により適切に対応していく。
・事業継続にあたっては、共用部の植栽や設備等の整備計画について、団地自治会等と協議しながら、必要に応じて代替案等を検
討していく。

新たなコスト
縮減・代替案

立案等
の可能性

対応方針
(案)

入居者移転支援業務

余剰地活用業務

用地取得

継続が妥当

【視点２】

区　分 内　訳

事業費

建替整備業務

- - - -

【視点１】

B/C（i=4%） 参考:B/C（i=2%） 参考:B/C（i=1%） EIRR

7,994 2,359 0 2,612 4,971

再評価理由※ 事業着手(R3)後５年が経過

百万円 ～R5年度 R6年度 R7年度見込 計

用地着手年度 令和 年度 令和 年度

箇　所　名 県営
けんえい

住宅
じゅうたく

佐鳴湖
さ な る こ

団地
だ ん ち

建替
たてかえ

整備
せ い び

事業
じぎょう

関係市町 浜松市中央区

事業採択年度 令和 年度 計画期間 令和3年度　～　令和11年度

資料2(様式１)

公営住宅課

事　業　名 公営住宅等整備事業 事業主体 静岡県




















